
【別紙－３】 

「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の 

技術的信頼性の評価」の報告を受けて［全文］ 

（2000 年 10 月 31 日原子力委員会決定） 

１．当委員会では、昨年１１月、核燃料サイクル開発機構（以下「サイクル機構」

という。）から報告書「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信

頼性－地層処分研究開発第２次取りまとめ－」（以下「第２次取りまとめ」という。）

の提出を受け、原子力バックエンド対策専門部会（以下「専門部会」という。）で

評価を行ってきました。このたび、当委員会は、専門部会から第２次取りまとめ

について技術的に詳細かつ総合的な評価結果の報告を受けました。 

  専門部会は、各界各層の有識者で構成され、第２次取りまとめに示された研究

開発成果に関して幅広い調査審議を約１年にわたり行いました。また、報告書の

取りまとめに当っては、報告書案に対し国民の方々から意見を募集するとともに、

国際ワークショップを開催して広く議論を行いました。 

 

２．高レベル放射性廃棄物の地層処分が具体的に進められるためには、我が国にお

ける地層処分の技術的信頼性を明らかにするとともに、今後の研究開発課題とそ

の進め方を示すことが必要です。専門部会報告書では、第２次取りまとめには我

が国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性が示されているとと

もに、処分予定地の選定と安全基準の策定に資する技術的拠り所となることが示

されていると評価しており、地層処分の事業化に向けての技術的拠り所となると

判断しています。また、今後の研究開発に取り組むに当って留意すべき事項につ

いても適切に取りまとめています。 

 

３．本年５月に、処分の実施主体の設立や事業資金の確保策等を柱とする「特定放

射性廃棄物の最終処分に関する法律」が成立し、これに基づき、１０月には、処

分の実施主体である「原子力発電環境整備機構」が設立されました。処分の実施

主体においては、第２次取りまとめ及び専門部会報告書を参考とし、サイクル機

構等の関係機関における研究開発の成果を活用しつつ、地層処分の実施に向けて

着実に取り組むことを期待します。 

  また、研究開発の成果は、関係機関から実施主体に適切に移転されることが望

まれます。 

 

４．高レベル放射性廃棄物の地層処分は、国民の理解と信頼を得つつ進められてい

くものであり、引き続き、第２次取りまとめの成果を踏まえた技術開発課題への

取組や基礎的な研究開発の継続などを通じて、技術的信頼性をさらに向上させる

ことに努めることが重要です。サイクル機構等の関係機関においては、専門部会

報告書の評価結果に基づき、密接な協力の下に、深地層の研究施設などを活用し

た研究開発を着実に推進することを期待します。効率的な研究開発のためには、

国際協力を積極的に行うことも重要です。 

 

５．今後、処分事業の円滑かつ着実な進展を期待するとともに、当委員会としても、

関係者より適宜報告を受けることにより状況を的確に把握し、処分事業の推進に

当って適切な役割を果たしていきます。 

(注)下線はＮＵＭＯで記載 

 

 




